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一般社団法人電波産業会 

平成２３年度事業計画書 

（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで） 

第１ 方針 

通信・放送分野における電波の利用に関する、調査研究、研究開発、照会相談業務

等のコンサルティング、情報提供業務、普及啓発事業、電波利用システムの標準規格

の策定及び関連外国機関との連絡を積極的に推進する。 

また、平成２１年１２月１４日に行政庁に申請した一般社団法人への移行申請が認

可された場合は、必要な手続を行う。 

第２ 事業計画 

 １ 通信・放送分野における電波の利用に関する調査、研究及び開発 

  (1) 調査研究 

第三世代移動通信システムの後継システム(IMT-Advanced)等の調査研究、デジタ

ル放送の品質評価法の調査研究、電磁環境の技術に関する調査研究等を始めとして、

今後の電波利用システムに関する技術動向、需要動向、標準方式等について、広く

内外にわたって調査研究を行うとともに、関係機関からの受託調査を行う。 

 (2) 研究開発 

デジタル放送システム等の研究開発を始めとして、電波の有効利用に関する技術

の研究開発を行うとともに、電波利用システムに対する需要動向等に基づき新たな

電波利用システムの研究開発を行う。 

２ 通信・放送分野における電波の利用に関するコンサルティング、普及啓発並びに資

料又は情報の収集及び提供 

  (1) コンサルティング 

    無線回線の使用可能周波数及び伝搬障害防止に係る照会相談業務等のコンサルテ 

   ィングを実施するとともに、照会相談業務を行うための電子計算システムについて、 

   機器の整備等を行う。 

  (2) 情報提供業務 

電波の有効かつ適切な利用に寄与する無線局の周波数及び無線設備等に関する事

項について、情報提供業務を行う。 

  (3) 普及啓発事業 
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デジタル放送技術等の国際普及活動を始め電波利用システムに関する国内外にお

ける普及活動を行うとともに、電波の利用に関する行政方針、電波利用システムに

関する標準規格及び技術開発動向等に関する講演会等の開催、ホームページによる

標準規格等の情報の提供並びに機関誌・ニュース等の発行を行う。 

また、電波の有効利用に功績のあった個人又は団体の表彰を行う。 

３ 通信・放送分野における電波利用システムの標準規格の策定 

電波利用システムの研究開発等の成果に基づき、無線機器製造者、利用者等の意向

を十分に反映して、各種の電波利用システムの標準規格を策定する。 

４ 通信・放送分野における電波の利用に関する関連外国機関との連絡、調整及び協力 

電波利用システムの調査研究、研究開発等に関する事項について、密接に関連外国

機関との連絡、調整及び協力を行う。 

 ５ 電波法第７１条の２に規定する特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務 

   本業務は、実施しない。 


